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三

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
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則
の
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改
正
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規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環
境
局
気

候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）

一
一

二
九

1

告
　
　
　
示

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
一
一
三

特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
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（
生
活
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
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1

一
一
一
四

国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
…
…
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…
…
（
都
市
整
備
局
都

市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

一
一

一

1

一
一
一
五

都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）
一
一

一

1

一
一
一
六

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一
一

一

2

一
一
一
七

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
変
更
…
…
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一
一

一

2

一
一
一
八

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
…
…
（
環

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一
一

一

2

一
一
一
九

指
定
管
理
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
管
理
課
）
一
一

一

3

一
一
二
〇

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
九

号
（
都
立
公
園
の
有
料
公
園
の
使
用
料

の
徴
収
委
託
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…

…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

一
一

一

3

一
一
二
一

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
八

号
（
都
立
公
園
及
び
公
園
施
設
に
係
る

写
真
撮
影
の
た
め
の
臨
時
的
な
占
用
及

び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
手
数
料
の
徴

収
委
託
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…（
同
）

一
一

一

3

一
七
三

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）

一
一

一
五

1

一
七
四

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
福
祉
局

子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）

一
一

二
〇

1

一
七
五

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
（
福
祉
局
障
害
者

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

一
一

二
〇

1

一
七
六

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
（
保

健
医
療
局
保
健
政
策
部
保
健
政
策
課
）

一
一

二
六

1

一
七
七

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…

（
保
健
医
療
局
感
染
症
対
策
部
防
疫
課
）

一
一

二
六

1

一
七
八

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）

一
一

二
七

1

一
七
九

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
医
療
助
成
課
）

一
一

二
七

1

一
八
〇

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
福
祉
局
障

害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）

一
一

二
七

2

一
八
一

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
福

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

一
一

二
八

1

一
八
二

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）

一
一

二
九

1

　
　
令
和
六
年
十
一
月
分
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第
一
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一
七
八
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七
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刊
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一
六
八

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等

の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
保

健
医
療
局
保
健
政
策
部
疾
病
対
策
課
）

一
一

一
一

1

一
六
九

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）

一
一

一
一

4

一
七
〇

白
鬚
地
区
共
同
利
用
工
場
施
設
の
貸
付

け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）

一
一

一
四

1

一
七
一

東
京
都
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
調
整
課
）

一
一

一
四

1

一
七
二

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
（
生
活
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学
行
政
課
）

一
一

一
五
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一
一
二
二

都
立
公
園
の
有
料
施
設
の
使
用
料
の
徴

収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

一

4

一
一
二
三

都
立
公
園
施
設
に
係
る
写
真
撮
影
の
た

め
の
臨
時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占

用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
委
託
…（
同
）

一
一

一

4

一
一
二
四

令
和
六
年
度
東
京
都
人
事
行
政
の
運
営

等
の
状
況
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
人
事
課
）

一
一

一

69

1

一
一
二
五

都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）
一
一

五

1

一
一
二
六

一
一
二
七

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
変

更
（
二
件
）
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

一
一

五

1

一
一
二
八
～

一
一
三
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
三
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

五

2

一
一
三
一

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）

一
一

五

5

一
一
三
二

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）

一
一

五

7

一
一
三
三

一
一
三
四

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
（
二

件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）

一
一

五

8

一
一
三
五

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
一
一

六

1

一
一
三
六

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

七

1

一
一
三
七

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一
一

七

2

一
一
三
八

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…

…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一
一

七

3
一
一
三
九

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一
一

八

1

一
一
四
〇

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
取
消
し
…
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一
一

八

1

一
一
四
一

一
一
四
二

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

八

1

一
一
四
三

一
一
四
四

都
市
計
画
の
変
更
（
二
件
）
…
…
（
都

市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企

画
課
・
都
市
基
盤
部
交
通
企
画
課
）

一
一

一
一

5

一
一
四
五

市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
認
可
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一
一

一
一

6

一
一
四
六

貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
六
に
よ

る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
産
業
労
働
局
金
融
部
貸
金
業
対
策
課
）

一
一

一
一

6

一
一
四
七

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一
一

一
二

1

一
一
四
八

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土

地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一
一

一
二

1

一
一
四
九

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一
一

一
二

1

一
一
五
〇

建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
…
…

（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
一
一

一
三

1

一
一
五
一

保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
…
…
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一
一

一
三

1

一
一
五
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…

…
…
…
…
…
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一
一

一
四

2

一
一
五
三

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

一
四

2
一
一
五
四

港
湾
施
設
の
開
場
時
間
の
臨
時
変
更
…

…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
一
一

一
四

2

一
一
五
五

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十

一
号
（
私
立
学
校
法
第
二
十
六
条
に
よ

る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収

益
事
業
の
種
類
）
の
廃
止
…
（
生
活
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学
行
政
課
）

一
一

一
五

1

一
一
五
六

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
…
…
…

…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
一
一

一
五

1

一
一
五
七

都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）
一
一

一
八

1

一
一
五
八

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
書
等
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一
一

一
八

1

一
一
五
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

一
八

4

一
一
六
〇

保
安
林
の
指
定
予
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一
一

一
八

5

一
一
六
一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一
一

一
九

1

一
一
六
二

土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
〇

2

一
一
六
三

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一
一

二
〇

2

一
一
六
四

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の

認
定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一
一

二
〇

2

一
一
六
五

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土

地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
〇

2

一
一
六
六

都
立
公
園
の
認
定
公
募
設
置
等
計
画
の

変
更
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）

一
一

二
〇

3
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一
一
六
七

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の

認
定
取
消
し
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

一
一

二
一

1

一
一
六
八

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指

定
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）
一
一

二
二

72

1

一
一
六
九

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等

の
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）

一
一

二
二

72

8

一
一
七
〇

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
二

72

14

一
一
七
一

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分

に
つ
い
て
の
公
開
の
聴
聞
…
…
（
住
宅

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

一
一

二
五

1

一
一
七
二

港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
一
一

二
五

1

一
一
七
三

港
湾
施
設
の
供
用
再
開
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
五

1

一
一
七
四

令
和
六
年
第
四
回
東
京
都
議
会
定
例
会

の
招
集
…
…（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）
一
一

二
六

8

一
一
七
五

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ

る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
住
宅

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

一
一

二
六

8

一
一
七
六
～

一
一
七
八

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

二
六

9

一
一
七
九

昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百

四
十
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に

基
づ
く
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正

…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）

一
一

二
六

12

一
一
八
〇

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一
一

二
七

3

一
一
八
一

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

…
…
…
…
…
…
…
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

一
一

二
七

3
一
一
八
二

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
…
…
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一
一

二
七

3

一
一
八
三

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…

…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一
一

二
八

2

一
一
八
四

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
事
業
計
画

の
変
更
認
可
…
…
…
…
（
都
市
整
備
局

市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

一
一

二
九

1

一
一
八
五

都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
住
宅
政
策

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

一
一

二
九

2

一
一
八
六

都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

4

一
一
八
七

都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

5

一
一
八
八

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
料

の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

6

一
一
八
九

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
使
用
料

の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

7

一
一
九
〇

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

10

一
一
九
一

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九

号
（
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千

三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環
境

配
慮
指
針
）
の
全
部
改
正
）
の
一
部
改

正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
環
境
局
気

候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）

一
一

二
九

10

一
一
九
二

救
急
医
療
機
関
の
認
定
及
び
協
力
申
出

の
撤
回
…
…
…
…
…
…
…
…
（
保
健
医

療
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
）

一
一

二
九

13

一
一
九
三

都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
一
一

二
九

15

一
一
九
四
～

一
二
〇
〇

東
京
都
宝
く
じ
の
発
売
（
七
件
）
…
…

…
…
…
…
…（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
一
一

二
九

74

1

規
　
　
　
則
（
教
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

二
五

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

二
九

16

二
六

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

二
九

16

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
七
〇

令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
七
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

五

8

一
七
一

令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
七
十
一
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

五

8

一
七
二

令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
四
十
五
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

五

9

一
七
三

令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
六
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

五

9

一
七
四

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野

市
選
挙
区
）
の
選
挙
期
日
…
…
…
…
…
一
一

八

4

一
七
六

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野

市
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所

及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

八

4

一
七
七

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野

市
選
挙
区
）
に
お
け
る
開
票
事
務
と
選

挙
会
事
務
の
合
同
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

八

4
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告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

九

東
京
海
区
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
ひ

き
縄
釣
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
八

4

一
〇

東
京
海
区
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業
の
制

限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
八

4

一
一

東
京
海
区
に
お
け
る
火
光
利
用
と
び
う

お
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
八

5

規
　
　
　
程
（
交
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

五
四

東
京
都
交
通
局
地
下
高
速
電
車
係
員
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
一
一

一

4

五
五

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管

理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
一
一

一
五

3

告
　
　
　
示
（
消
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

五

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
一
一

二
九

17

公
　
　
　
告

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
…
…
…
…
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）
一
一

五

11

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野
市
選

挙
区
）
に
お
け
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）

一
一

八

6

一
八
七

令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
四
十
五
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

一
四

3

一
八
八

令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
六
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

一
四

3

一
九
〇

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
五
年
分
第
一
回
）
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
一

71

1

一
九
一

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
二

1

一
九
二

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
二

1

一
九
三

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
七

4

一
九
四

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
七

4

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規

制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

二
六

12

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三
八
〇

技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
一
一

八

4

三
八
一

教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
一
一

八

5

三
八
五

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
よ
る
行

政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開
の
聴
聞
…
…
一
一

一
一

7

一
七
八

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野

市
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
公
報
掲
載

申
請
期
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

八

4

一
七
九

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
武
蔵
野

市
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙

運
動
に
関
す
る
支
出
制
限
額
…
…
…
…

一
一

八

70

1

一
八
〇

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
…
…
…
…
一
一

一
一

6

一
八
一

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…

一
一

一
一

6

一
八
二

東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…

一
一

一
一

6

一
八
三

個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の

指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

一
三

1

一
八
四

令
和
元
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
二
十
八
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

一
四

2

一
八
五

令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
七
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

一
四

3

一
八
六

令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
七
十
一
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…

一
一

一
四

3
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○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
告
示
第
千

十
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
八

6

○
令
和
六
年
十
月
十
一
日
付
東
京
都
規
則
第
百

五
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
八

6

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工

の
届
出
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
一
一

一
五

4

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完

了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一
一

一
八

5

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
（
二
件
）
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
統
計
部
調
整
課
）
一
一

一
九

1

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
一
一

一
九

1

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
一
一

二
二

1

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
地
域
福
祉
課
）
一
一

二
六

13

○
令
和
六
年
定
例
監
査
（
令
和
五
年
度
執
行

分
）
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
監
査
委
員
）

一
一

二
八

73

1

雑
　
　
　
報

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
一
一

六

2

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
十
八
件
）
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一
一

二
九

74

4

正
　
　
　
誤

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
訓
令
第
三

十
五
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

一
八

6

○
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
付
東
京
都
規
則
第

百
四
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
七

5
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